
介護給付適正事業

ケアプラン及びサービス内容等の照会について

浜田地区広域行政組合 介護保険課
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１ 事業の概要

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不
足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその結果
としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資する
ものです。

本組合では、この介護給付の適正化の一環として、受給者が真に必要とする過不足のないサービスが
適切に提供されているかを確認するため、介護給付適正化総合支援システム（トリトンモニター）を活
用してケアプラン及びサービス内容等の照会を実施します。
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提出のあったヒアリングシートを検証します。

③ ヒアリングシートの検証（組合）

検証の結果、必要に応じて事業所にケアプラン等の提出を依頼します。

④ ケアプラン等の提出依頼（組合→事業所）

提出のあったケアプランを点検・確認します。

⑤ ケアプラン等の点検・確認（組合）

⑥ 点検結果の報告（組合→事業所）

必要に応じて点検・確認した結果により助言等を行います。

② ヒアリングシートの提出（事業所→組合）
ヒアリングシートを受理した事業所は、ヒアリングシートに必要事項を記載のうえ、指定された期日ま

でに組合に提出します。

介護給付適正化総合支援システム（トリトンモニター）により、受給者の「認定情報」と「給付実績」
を突合させ、ケアプランに位置付けられた介護サービス等が、受給者の心身の状況に対して適切に提供さ
れているかを確認するため、必要に応じて「ヒアリングシート」を事業所に送付します。

① ヒアリングシートの送付（組合→事業所）

２ 事業の流れ
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３ ヒアリングシート

確認させていただく事項

確認事項についてのケアプラン
の見直し予定の有無及び過誤調
整の有無をチェックしてくださ
い

回答者名等を記載のうえ、期日
までに当組合にご提出ください

①ケアプラン見直し予定が「無」、
過誤調整が「無」の場合は、サー
ビスの「必要性」を記載してくだ
さい。

②ケアプラン見直し予定が「有」、
過誤調整が「有」の場合は、その
理由を記載してください。


